
空家等対策計画（案）の変更点について 

第３回空き家等対策審議会でのご意見を基に、下記の点につき変更しました。 

その他、主な変更点、詳細につきましては別紙（新旧対照表）をご参照ください。なお、今回よ

り計画（案）において、固有名詞を除く「空き家」の「き」は、空家法の記載方法に合わせ削除し

ています。 

記 

１ 意見内容 

 （１）第４章空き家等への対策「対策１ 空き家等の発生の抑制」において、対策の１つとして「発

生の抑制」としているが、その中の「（１）所有者の意識のかん養」に、既に空き家なっている

ことが前提の項目がある。（③管理不全空き家の早期対応、⑤その他情報提供及び相談窓口の明

確化）その点の整理が必要ではないか。（前回資料Ｐ２１） 

 （２）第４章空き家等への対策「対策２管理不全な空き家等の解消」（３）既存法令等の適切な運用

の空き家等対応フローにおいて、空き家等の緊急措置を行った後は、通常の空き家等の対応と

同じフローを経ることとなるので、“市（特定空家等の認定）⇒ 緊急措置”ではなく、“市（特

定空家等の認定）⇔ 緊急措置”の方が好ましいのではないか。（前回資料Ｐ２８） 

 （３）（資料２－２）“空き家等の生活環境基準判定票”の生活環境判定「３その他生活環境」にお

いて、「火災発生のおそれ」と「大量に割れている」を並べると、文書の意味がおかしくなるの

ではないか。 

２ 主な変更内容 

（１）「意見内容（１）」について

“対策１ 空家等の発生の抑制”は、そもそも空き家等を発生させないことを目的としてい

ることから、既に空家等になっていることが前提の③管理不全空家等の早期対応、⑤その他情

報提供及び相談窓口の明確化を、空家等が管理不全とならないことを目的とする“対策２ 管

理不全な空家等の解消”に移動させ、その他次のとおり変更しています。 

・対策１ 空家等の発生の抑制において、「（１）所有者の意識のかん養」を「（１）所有者等

への働きかけ」に変更しました。（Ｐ２１参照）  

・「対策２ 管理不全な空き家等の解消」を「対策２ 管理不全な空家等の防止・解消」に変

更しました。（Ｐ２２参照）  

・対策２ 管理不全な空家等の防止・解消において、「（１）管理不全な空家等の防止」を追

加しました。（Ｐ２２参照） 

資料２ 



・管理不全な空家等の防止から解消までの流れを考慮し、「特定空家等の認定」の次項目にあ

った「空家等の所有者等の特定」をその前項目へ移しました。（Ｐ２２参照） 

（２）「意見内容（２）」について 

再精査の結果、空家等への対応において、どの段階からも危険回避の必要が生じる可能性が

あるので、“緊急措置”を“緊急安全措置”に改め、緊急安全措置が、空家等への対応全ての段

階にかかるよう表記し、その定義をフローの枠外に記載しました。（Ｐ２７参照）  

（３）「意見内容（３）」について 

ガイドラインに合わせ“火災発生のおそれや”を“門扉が施錠されていない”に変更しまし

た。（Ｐ２６参照）  
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第 3回空き家等対策審議会及び第 4回空き家等対策検討会議の意見等を踏まえ空家等対策計画（案）を次のとおり変更しました。 

新 旧 対 照 表 

【空き家等対策計画】 

変更前 変更後 

目  次 

【第４章 空き家等への対策】 

１ 空き家等の発生の抑制 

２ 管理不全な空き家等の解消 

３ 空き家等の有効活用  

４ 推進体制の構築         

目  次 

【第４章 空家等への対策】 

１ 空家等の発生の抑制 

２ 管理不全な空家等の防止・解消 

３ 空家等の有効活用  

４ 推進体制の構築   

P6 

（１）実態調査  

（略） 

＜空き家の状況＞ 

  １，６０６件のうち、物理的状況・維持管理の状態から見た各部位の

損傷の程度を点数化し、それに併せ、第三者に危害を加える可能性、衛

生上有害、景観の阻害、その他周辺の生活環境に悪影響を及ぼすこと等

を考慮し、次のとおりランク分けを行いました。          

  その結果、市内空き家の７３．１％が現況のまま若しくは比較的小規

模な修繕で利用可能（ランク A・B）という結果となりました。 

P6 

（１）実態調査  

（略） 

＜空家の状況＞ 

  １，６０６件のうち、物理的状況・維持管理の状態から見た各部位の

損傷の程度を点数化し、それに併せ、第三者に危害を加える可能性、衛

生上有害、景観の阻害、その他周辺の生活環境に悪影響を及ぼすこと等

を考慮し、次のとおりランク分けを行いました。（以下「ランク」とい

う。） 

また、その中で、第三者に危険を与える可能性があると判断された空

家は６８件という結果になりました。 
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P7 P7 

P13 （３）実態調査及び利用意向調査を踏まえて 

   （略） 

P13 （３）空家の管理頻度と建物の状況について 

（略） 

P14 P14 
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P17 ３ 考え方 

   （略） 

P17 ３ 基本方針 

   （略） 

P18 第４章 空き家等への対策 

少子高齢化や過疎化が急速に進む昨今、空き家等の件数は年々増加し、

その問題も第２章で述べたとおり、多岐に渡ります。それらを踏まえ、本

市における空き家等に対する課題の対策を、空家法に基づく基本方針を踏

まえ、「発生抑制」、「管理不全な空き家等の   解消」、「空き家等の有効

活用」そして「推進体制の構築」の４つに分け、それぞれに具体的な施策

を展開します。 

P18 第４章 空家等への対策 

少子高齢化や過疎化が急速に進む昨今、空家等の件数は年々増加し、そ

の問題も第２章で述べたとおり、多岐に渡ります。それらを踏まえ、本市

における空家等に対する課題の対策を、空家法に基づく基本方針を踏ま

え、「発生抑制」、「管理不全な空家等の防止・解消」、「空家等の有効活用」

そして「推進体制の構築」の４つに分け、それぞれに具体的な施策を展開

します。 



4 / 11

P19  P19   

P21 対策１ 空き家等の発生の抑制 

（１） 所有者の意識のかん養

 空き家等については、その所有者等が自己の責任において適正に管理す

べきであることが前提となるため、           ホームページ

や市広報等を利用した 所有者等への意識啓発を行い、自らの予防意識を

高めます。       

 予防意識の啓発     

・市広報やインターネットの活用   

空き家等がもたらす問題や適切な管理について市広報やチラシの配

布、ホームページへの掲載等により情報提供を行い、所有者等をはじめ

P21 対策１ 空家等の発生の抑制 

（１） 所有者等への働きかけ

 空家等については、その所有者等が自己の責任において適切に管理する

ことが前提となります。そのため、空家等になる前に、ホームページや市

広報等を利用し建物所有者等への意識啓発を行い、自らの予防意識を高め

ることが必要です。 

 予防意識の啓発     

空家等がもたらす問題や適切な管理について市広報やチラシの配布、

ホームページへの掲載等により情報提供を行い、所有者等をはじめ地域
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地域への予防意識の啓発に努めます。           

・適切な管理を促す文書の送付 

 固定資産税の納税通知書を活用し、空き家等の適切な管理を促すため

のお知らせ文書を送付し、所有者等に対し適正管理の必要性を周知しま

す。       

 相続対策の推進 （略）     

 管理不全空き家の早期対応    

空き家等の発生を、早期の発見に努め、特定空家等に認定される前段

階において、注意喚起を行います。 

また、空き家等が抱える問題は、他分野にかかわる内容が多いため、

各関係部署が所掌する法令や条例と連携した対応を図ります。 

 良質な住宅の維持 （略）   

 その他情報提供及び相談窓口の明確化 

  空き家等の所有者等に対し、補助金の各種制度や適正管理に関する情

報提供を行うとともに、空き家等の相談窓口を明確化し、早期発見、早

期対応に努め、空き家化の未然防止に努めます。 

（２） 地域コミュニティの推進による空き家化の予防 （略） 

への予防意識の啓発に努めます。 

また、固定資産税等の納税通知書と併せて文書を発送し、     

              所有者等に対し適正管理の必要性を周

知することに努めます。 

 相続対策の推進 （略）    

 良質な住宅の維持  （略） 

（２） 地域コミュニティの推進による空家化の予防 （略） 

対策２（１）③ヘ移動 

対策２（１）②ヘ移動 
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P23 対策２ 管理不全な空き家等の解消 

空き家等が長期間放置され管理が適切に行われなければ、倒壊等による

人の生命、身体又は財産に係る被害や周辺生活環境の保全が保たれない等

支障を来たすおそれがあります。地域の安心・安全性を確保し、良好な生

活環境を維持するために、管理不全空き家等の      改善に向けた

取組を地域と連携して進めます。 

P22 対策２ 管理不全な空家等の防止・解消 

空家等が長期間放置され管理が適切に行われなければ、倒壊等による人

の生命、身体又は財産に係る被害や周辺生活環境の保全が保たれない等支

障を来たすおそれがあります。地域の安心・安全性を確保し、良好な生活

環境を維持するために、管理不全な空家等の防止、そして改善に向けた取

組を地域と連携して進めます。 

（１） 管理不全な空家等の防止 

空家等となっても、適切な維持管理が行われていれば問題となること

はなく、その後の活用にもつながるため、所有者等としての当事者意識

を育む取組みや維持管理方法に関する情報提供により適切な管理を促

します。 

 所有者等の意識のかん養 

市広報やチラシの配布、ホームページへの掲載等により、空家等の適

切な管理について情報発信を行い、所有者等へ意識のかん養を図り、管

理不全な空家等の発生を防止します。 

 管理不全な空家の早期対応 

管理不全な空家等の早期発見に努め、特定空家等に認定される前段階

において、注意喚起を行います。また、空家等が抱える問題は、他分野

にかかわる内容が多いため、各関係部署が所掌する法令等と連携した対

応を図ります。 

対策１（１）③より 移動 
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P23-26（１） 特定空家等の認定  

P23-24（１－１）～（１－３） (略) 

P24 

各種情報提供及び相談窓口の明確化 

空家等の所有者等に対し、空家等の活用制度や適正管理に関する情報

提供を行うとともに、空家等の相談窓口を明確化します。 

P22   （２） 空家等の所有者等の特定 （略）

P23  （３） 特定空家等の認定 

P23-24（３－１）～（３－３） (略) 

P24 

対策１（１）⑤より移動 
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P26（１－４） 特定空家等の認定基準 

 保安基準  （略） 

 生活環境基準 

生活環境判定 

P27  （２） 空き家等の所有者等の特定 （略） 

P25-26（３－４） 特定空家等の認定基準 

 保安基準  （略） 

 生活環境基準 

生活環境判定 

P27                   
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P28  P27  
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P29 P28 
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P35 （２） 庁内の連携体制の整備 

空き家等がもたらす問題は分野が横断的で多岐にわたり、庁内関係

部署や関係団体等が密接に連携して対処する必要があります。対策を

進めるにあたっては、庁内に組織する空き家等対策検討会議において、

相互に連絡調整や連携の上、審議・検討を行い、必要に応じて空き家

等対策審議会の意見を踏まえ、市としての方針・施策を決定します。

P35（２） 庁内の連携体制の整備 

空家等がもたらす問題は分野が横断的で多岐にわたり、庁内関係部

門      が密接に連携して対処する必要があります。そのため、

空家等がもたらす様々な課題に対応するため、庁内の関係部門により

組織する空家等対策検討会議において、空家等対策審議会への意見聴

取や必要に応じて関係団体等と連携しつつ、その対策等を決定します。


